
令和７年度
給水装置工事設計施工基準の
一部改定に伴う説明会

日時：【第１回】令和８年１月20日（火）午前10時～
【第２回】令和８年１月23日（金）午後１時30分～

場所：倉吉市役所３階 大会議室 1



改定内容の説明

１ 漏水等修繕工事について

２ 漏水等修繕工事の手続き

３ その他の改定
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１ 漏水等修繕工事について
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２ 漏水等修繕工事の手続き
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２ 漏水等修繕工事の手続き

漏水等修繕工事の手順

①修繕受付・状況確認

②修繕前の写真撮影

③修繕実施・修繕後の写真撮影

④略図作成

⑤上下水道局へ報告
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２ 漏水等修繕工事の手続き

①修繕受付・状況確認

・漏水箇所を確認し、修繕方法を検討

・修繕内容が漏水等修繕工事の適用範囲内か確認

判断が難しい場合は上下水道局に相談
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２ 漏水等修繕工事の手続き

② 修繕前の写真撮影

• 修繕前に修繕箇所と修繕前（漏水状況）の写真撮影

修繕箇所 修繕前（漏水状況）
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２ 漏水等修繕工事の手続き

③ 修繕実施・修繕後の写真撮影
• 修繕実施後の写真撮影
• 量水器の番号及び指針を確認
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修繕実施後



２ 漏水等修繕工事の手続き

④ 略図作成
次の情報を記載
• 方位
• 建物の外郭
• 隣接する道路
• 量水器
• 既設配管想定位置
• 修繕箇所（赤線）
• 漏水箇所（赤×）

24略図は、フリーハンドでも可



２ 漏水等修繕工事の手続き

⑤ 上下水道局への報告 ▹ 方法は２通り

A 漏水等修繕報告書の作成

（上下水道局お客様センター窓口へ提出）
📝

B とっとり電子申請サービスから電子申請📲
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📝窓口提出

A 漏水等修繕報告書の作成

1. 漏水等修繕報告書に
必要事項を記載

2. 略図を記載（貼り付け）
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📝窓口提出

A 漏水等修繕報告書の作成
3. 様式-８に
修繕箇所、修繕前、修繕後の写真
をそれぞれ１枚（計３枚）貼り付け

※提出枚数は1枚まで
※枠内に複数枚の貼り付け不可
（複雑または広範囲の修繕の場合
は漏水等修繕報告書の適用範囲外）
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📝窓口提出

A 漏水等修繕報告書の作成
4. 上下水道局お客様センター窓口へ提出

上下水道料金の減免を申請したい場合は、減免申請書も提出
※ これまで添付していただいた修理報告書は不要
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
1. 申請前に次のものを準備してください。

• 略図データ（手書き図面を撮影した写真でも可）
• 写真データ（修繕箇所・修繕前・修繕後の３枚）

※ 添付可能なファイル形式 jpg・png・gif
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
2. パソコンまたはスマートフォン等から、
とっとり電子申請サービスの
[ 漏水等修繕報告書 ] の申請ページを開く
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
3. 必要事項を入力
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
4. 写真及び略図を添付
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
5. 上下水道料金の減免を申請したい場合
上下水道使用量の減免申請について

[申請する ] を選択

• 使用者による減免申請書の提出は、別途必要です。（紙のみの提出）
• これまで添付していただいた修理報告書は不要となります。 33
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
6. 申込内容を確認して申込完了
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※入力内容が反映された
報告書（PDF）の
ダウンロード可能です。



２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
7. 上下水道局が申込み内容を確認

• 受理完了メールが届いたら手続き完了です。

• 不備等がある場合は修正依頼メールが届きます。
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２ 漏水等修繕工事の手続き：📲電子申請

B とっとり電子申請サービスから電子申請
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３ その他の改定
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1. HIビニル管に使用する継手の指定
2. ３階直結給水の対象外建物



３ その他の改定：４.３給水装置の構造及び材質の基準・ ６.１.４給水装置工事の施行

1. HIビニル管に使用する継手の指定

• メータ１次側（配水管から量水器までの給水管）
に使用する材料

伸縮可とう離脱防止継手

🚫 TS継手は不可
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３ その他の改定：４.３給水装置の構造及び材質の基準・ ６.１.４給水装置工事の施行

1. HIビニル管に使用する継手の指定
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３ その他の改定：8.3 ３階直結給水

2. ３階直結給水の対象外建物について
・対象外の建物追加及び具体的な建物を記載

① 災害、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な施設

（例）病院、避難所、防災拠点など

② 一時に多量の水を使用する、または使用水量の変動が大きい等の理由により、

配水管の水圧低下を引き起こす恐れがある施設

（例）宿泊施設、学校、工場など

③ 配水管の水圧変動に係らず、常時一定の水量、水圧を必要とする施設

（例）精密機器工場など

④ 逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある施設

（例）有毒薬品を使用する工場など 40



まとめ 給水装置工事設計施工基準の改定
1. 漏水等修繕工事

① 漏水等修繕工事とは、機能の復旧を目的として給水管、
給水栓等の一部を修繕する工事

② 漏水等修繕工事は、報告書による事後報告
（電子申請を推奨、1月1日から運用）
給水装置工事申込及びしゅん工検査は不要

2. その他の変更
① HIビニル管に使用する継手の指定

：伸縮可とう離脱防止継手
② ３階直結給水の対象外建物の具体例
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